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 定員：１０名 

足場の組立て、解体 
又は変更の作業 

足場の組立て等の作業 

に係る業務の特別教育 

作業床の高さが 

10ｍ以上無制限 

の高所作業車の運転 

この技能講習 

修了者は作業床の高さが１０ｍ以上無制限の運転業務に就くことができます。 

作業床の高さが2ｍ以上
10ｍ未満の高所作業車の 
運転 
高所作業車運転業務の 

特別教育 ０ 

      

高さ5ｍ以上の構造の 
足場等の組立て、解体 
等の作業主任者 

足場の組立て等作業 

主任者技能講習 

 

受
講
料 



お 申 し 込 み の 方 法 

① 電話又は窓口にて、受講を希望される日程の申込みをしてください。 
② お申込みいただいた方に、申込書兼修了者台帳をお渡し（電話の場合は郵送）いたします。 
③ お渡しする「受講の注意事項」を必ず受講される本人がお読みください。 
④ 「申込書兼修了者台帳」に必要事項を記入し、「記載事項確認書類（写）等 貼付台紙」に必要書類を貼付（または添付）して、

開講の 1 週間前までに郵送または来館してご提出ください。 
※写真が間に合わない場合は、貼らずにご提出ください。写真は当日ご提出いただけます。 

⑤ 開講の 1 週間前までに、下記の口座に振り込むか当センター窓口（平日８：３０～１６：００）で受講料をお支払いください。 

受 講 料 振 込 先 

 福 岡 銀 行 八幡支店 普通預金 Ｎｏ．０３２７９５５ 
 西日本シティ銀行 荒生田支店 普通預金 Ｎｏ．０７６８９１１ 
 福岡ひびき信用金庫 大蔵代理店 普通預金 Ｎｏ．１０２９１０４ 

   口座名義人：職業訓練法人北九州地区職業訓練協会 

受 講 に あ た っ て の 注 意 

① 開講後の受講料等の返金はできません。 
② 遅刻、早退、欠席した場合は、その後の講習は受講できません。受講料の返金はできません。 
③ 無料駐車場をご用意しておりますが、限りがございます。できるだけ乗り合いまたは公共交通機関でお越しください。 
  講習日によっては、詰め込んで駐車していただくことがございます。 
④ 実技の講習には、服は作業着やジャージ（長袖・長ズボン）、靴は安全靴やスニーカーでお越しください。 
⑤ 託児所がありませんので、お子様連れのご受講はご遠慮ください。 
⑥ 9：00 以前は裏門から入館することができませんので、正門からお入りください。 
⑦ 受講料にはテキスト代が含まれています。テキストが不要の場合も受講料は変わりません。 
⑧ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者並びにその他の反社会的勢力の受講を固くお断りします。 
  事実を秘して申し込みをし、それが判明した場合は失格とさせていただきます。 

開 講 日 に つ い て 

① 筆記用具（鉛筆と消しゴムは必ず）をお持ちください。 
② 受付を行います。やむを得ない理由で遅刻、欠席する場合は、必ずご連絡ください。 

受 講 区 分 に つ い て 

受 講 区 分 免除科目 
免除 

時間 
免除申請の必要書類 

1 以下の区分２または３のいずれにも該当しない方 免除される科目はありません 

2 

次のいずれかに該当する方 

（1）移動式クレーン運転士の免許をお持ちの方 

（2）小型移動式クレーン運転技能講習を修了された方 

【学科】 

一般的事項 
２時間 

該当する免許証の写し 

又は 

該当する修了証の写し 【学科】原動機 ３時間 

3 

次のいずれかに該当する方 

（1）普通、中型、大型、大型特殊自動車（各第二種を含む）、準中型のいずれ

かの運転免許証をお持ちの方 

（2）フォークリフト運転技能講習を修了された方 

（3）ショベルローダー等運転技能講習を修了された方 

（4）車両系建設機械（整地、運搬、積込み用及び掘削用）運転技能講習を修

了された方 

（5）車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習を修了された方 

（6）車両系建設機械（解体用）運転技能講習を修了された方 

（7）不整地運搬車運転技能講習を修了された方 

（8）建設機械施工管理技術検定に合格された方 

【学科】 

 

原動機

３時間

該当する免許証の写し 

 

又は 

 

該当する修了証の写し 

 

又は 

 

該当する合格証明書の

写し

※１ 上表の受講区分２または３に該当する方の受講料は\４１,０２０です。 

※２ 受講免除をご希望の方で区分２または３に該当する方は、記載事項確認書類（写）等 貼付台紙に該当する免許証、修了証または合格証明書

の写しを貼付（または添付）してください。 

※３ 開講日の１週間前までに確認できない場合は、未経験者としてご受講いただきます。 

※４ 免除申請のため、２０１９年４月１日以降に当協会が発行した小型移動式クレーンまたはフォークリフト運転技能講習修了証を貼り付けて

いただいた方の記載事項が確認できる書類は不要です。 

修 了 試 験 

修了試験に不合格し、補講及び再試験をご希望の方は、当日に補講料及び再試験料をお支払いください。当日の補講及び再試験を

受講しない方は不合格になります。（本技能講習の学科または実技の補講料及び再試験料はそれぞれ￥6,000 です。） 

修 了 証 の 受 け 渡 し に つ い て 

修了証は、概ね 1 週間後に窓口（修了証引換書持参）または郵送でお渡しいたします。 
① 窓口で受け取る場合は、修了日に「修了証引換書」をお渡しいたします。そこに記載された日以降に、記載された方法で 

修了証と引き換えてください。 
② 郵送で受け取る場合は、受講料とは別に７００円を受講料の納入と同じ方法でお支払いください。なお、会社、学校、団体等

で一括して郵送をご希望の場合は、別途ご相談ください。 


